
令和２年度 度会町職員募集要領（社会福祉士） 
 

１．採用職種及び採用予定数 

採 用 職 種 採用予定数 

社会福祉 士 １名程度 

 

２．受験資格 

（１） 昭和 51年４月２日以降に生まれた社会福祉士資格を有する人、または令和３年３

月末までに取得見込みの人 

     

（２）下記のいずれにも該当しない人 

  ア 日本国籍を有しない人 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない人、又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの人 

  ウ 度会町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

   

３．受験申込み手続き 

（１）受付期間  令和２年 11 月５日(木)～12 月 10日(木)(土・日・祝日を除く） 

（２）受付時間  午前８時 30 分～午後５時 15 分 

（３）提出書類 

  ① 受験申込書（試験日前６か月以内に撮影した写真貼付） 

  ② 自筆履歴書（試験日前６か月以内に撮影した写真貼付） 

  ③ 最終学校卒業（見込）証明書 

  ④ 最終学校成績証明書、専門学校卒については学歴区分のための証明書 

  ⑤ 資格証明書のコピーまたは資格取得見込者においては資格取得見込証明書 

  ※ 申込用紙を郵送で請求する場合は、封筒の表に「社会福祉士採用試験申込書請求」

と朱書きし、140 円切手（簡易書留や速達を希望する場合は、その料金を加えるこ

と）・昼間の連絡先がわかるもの（携帯電話の番号等を記載したもの）を同封して下

さい。 

（４）受付場所  度会町役場２階 総務課 

（５）郵送による受付は、12月 10 日（木）必着とします。 

   なお、封筒の表に「社会福祉士採用試験申込書」と朱書きして下さい。 

    

 

 

４．第 1次試験 

 （１）日  時  令和３年１月 17 日（日） 

          受付時間  午前９時 10分～９時 30分 

          教養試験  午前９時 45分～11時 15分 

          適性検査  午後 11時 25分～12時 

          専門試験  午後１時～３時 30分 

 （２）試験会場  度会町役場２階 大会議室 



 

 （３）試験内容   

科   目 時 間 内容 

教養試験 

（択一式） 
90分 

社会、人文、自然に関する一般知識並びに文章理解、判断

推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能 

※高校卒業程度 

適性検査 

（二種類） 

10分 

20分 
職務及び職場への適応性をみる 

専門試験 90分 
社会福祉概論（社会保障及び介護を含む。）、社会学概論、

心理学概論 

 （４）持参するもの 

   受験票、筆記用具（HB以上の濃い鉛筆、消しゴム）、昼食 

 

５．第 2次試験 

 （１）日時及び場所 

    令和３年２月６日（土）度会町役場 （予定） 

※時間については、第 1次試験合格者に個別通知します。 

 （２）試験会場 

    役場２階第６会議室 

 （３）試験内容 

    作文及び面接試験を行います。 

 

６．給与等 

  採用された場合の給与は、度会町職員給与条例により支給します。 

 

７．採用予定日 

  令和３年４月１日 

    

８．その他 

  試験申込書、履歴書用紙は、度会町役場  総務課で交付します。 

  履歴書の記入にあっては、前職がある人は、職種、職務内容を記入してください。 

 

９．問い合わせ先 

  三重県度会郡度会町棚橋 1215-1 度会町役場 総務課 

  電話 0596-62-1111 FAX 0596-62-1647  E-mail:somu@town.watarai.lg.jp 

 

10. 試験日における新型コロナウイルス感染症への対応について 

以下の点に留意してください。 

① マスクの着用 

 試験当日は、マスクの着用をお願いします。 

② 手指消毒及び手洗いの励行 

 試験会場にアルコール消毒液を設置しますので、試験室の入退室時には、こまめに

手指消毒をしてください。 



③ 試験室の換気 

 試験室は換気のため、適宜、窓やドアを開けますので、室温の高低に対応できる服

装で受験してください。 

 

④ 休憩時間及び昼食について 

 休憩時間や昼食の際は、できるだけ私語を控えていただくようお願いします。昼食

を持参した場合は、試験室内（自席）で取り、ゴミはすべて持ち帰りください。 

⑤ 新型コロナウイルスに罹患している（あるいはおそれのある）人について 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、以下の人は他の受験者への感染の

恐れがあるため、受験を控えていただきますようお願いします。なお、これを理由と

した欠席者向けの再試験は予定しておりません。 

また、以下の症状がある人は、受験前に帰国者・接触者センター等に必ずご相談く

ださい。 

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある

場合 

・重症化しやすい人（心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある人など）で、咳や発熱

などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

・上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合 

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、

強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなけれ

ばならない人も同様です。） 

⑥ 試験当日の検温 

試験当日に、全受験者の人に非接触式温度計による検温を実施します。 

その際に、発熱が認められた場合には、質問により健康状態を確認させていただき

ます。上記⑤「新型コロナウイルスに罹患している（あるいはおそれのある）人につ

いて」の(ア)から(エ)までに該当する人は他の受験者への感染の恐れがあるため、受験

を控えていただきますので、あらかじめご了承ください。 

⑦ その他 

 試験終了後、２週間以内に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した場

合又は濃厚接触者等として保健所から待機を要請された場合は、必ず度会町総務課ま

で連絡してください。 

 

(ア) 新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席の停止が定められて

いる感染症）に罹患し治癒していない人 

(イ) 保健所等から「濃厚接触者」として健康観察や外出自粛を要請されている人 

(ウ) 帰国者・接触者外来から、PCR 検査が必要と診断され、試験前日までに検

査結果が出ていない人 

(エ) 試験当日以前の 14日間の間に海外への渡航歴のある人（14日間の自宅待機

等が必要な人） 


